
千葉市生涯学習センター ２階ホール会
場

開
催
日
時

千葉市中央区弁天3丁目7番7号

����年

� ��日月 土

千葉市、千葉市生涯学習センター、NPO法人日本FP協会千葉支部共 催

千葉市消費生活センター　講座 検索

CFP®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.（FPSB）の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。

【申込先】 千葉市消費生活センター　〒260-0045 千葉市中央区弁天1-25-1

※お客様からいただいた個人情報は、当イベントに関する通知のみ使用し、終了後破棄いたします。よって、他の目的で使用することはありません。
　また、千葉市消費生活センター、千葉市生涯学習センター、ＮＰＯ法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会千葉支部以外の第三者に対して情報を
　提供することや開示することもありません。

2025年12月19日（金）～2026年1月15日（木）必着

往復はがき
にてお申し込み

PC・スマホ
にてお申し込み

応募期間

2026年1月中旬頃を予定結果の通知

お
申
込
方
法

頼藤 太希 氏
CFP®認定者（ファイナンシャル・プランナー）、
日本証券アナリスト協会認定アナリスト（CMA）、
宅地建物取引士、㈱Money＆You代表取締役、
中央大学客員講師

講  師

参加無料
（事前予約制）

講座・講演・
イベント情報

千葉市消費生活センター 

受付時間／8:30 ～17:30（土日祝・年末年始除く）
☎043-207-3602

お問い合わせ
消費者教育班

往復はがきに、次の事項を記入し、千葉市消費生活センターまでご郵送ください。
①講座名　②氏名及びフリガナ　③郵便番号・住所（市外在住の方は、在勤・在学地の
区名も記載）　④電話番号　⑤参加人数（未就学児が保護者の膝上にお座りになる場合
は、参加人数に含みません。未就学児でも座席を必要とされる場合は参加人数に含みます。）
⑥保護者の膝上にお座りになる未就学児の人数と年齢

無料体験相談会
くらしとお金に関する「相談会」を無料で体験できます！

ちょっとした疑問や不安でも大丈夫。
「家計の見直しを手伝ってほしい！」「今入っている保険、自分に合っている？」

「教育費は足りるの？」など、FPに相談してみませんか。

当
日
申
込
み

お金の増やし方・使い方お金の増やし方・使い方

※応募者多数の場合は抽選

市内在住・在勤・在学の方
（自由席）150名

時 間 定 員

10:00～11:30
（受付9：30～）

より    ふじ　    たい     き
お金が貯まる人には共通しているルールがありま
す。効果的な支出削減を行い、自動的に貯まる仕
組みを作ること。ただ、お金は“いま”の幸福度を
高めるためにも、使ってこそ価値があるはず。
本講座では、お金の「増やし方」と「使い方」をお
話しします。

 
時間  11:45～12:35
定員  12組（先着順）
当日、2階ホールの受付（9：30～）
にてお申込みください。
相談会のみでもご参加いただけます。

入
門
編

生涯学習センター
第1駐車場

第2駐車場

～消費生活講座～


